
       山形広域環境事務組合廃棄物の処理等に関する  

       条例施行規則  
 
                                                            平 成 ７ 年 ３ 月 
                                                            山広環規則第２号 

 

 改 正  平成１０年８月山広環規則第１号  平成１５年５月山広環規則第４号 

      平成２５年３月山広環規則第１号  平成２７年４月山広環規則第７号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、山形広域環境事務組合廃棄物の処理等に関する条例（平成７年山広

 環条例第１号。以下「条例」という。）第１５条の規定に基づき、条例の施行に関し必

 要な事項を定めるものとする。 

     （平１０規則１、平２５規則１・一部改正） 

 （占有者の範囲） 

第２条 条例第２条第２項に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。 

 １ 学校、病院、旅館、料理店、映画館、百貨店、市場その他これに類する多数の者の

  出入りする事業所等の占有者 

 ２ 官公署、公社、事業所、工場その他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占

  有者 

 （一般廃棄物の処理申請） 

第３条 この組合の処理施設において、一般廃棄物（し尿及び浄化槽に係る汚泥並びに別

 に指定する一般廃棄物を除いたものをいう。以下同じ。）の処理を受けようとする一般

 廃棄物処理業者及び前条の占有者は、あらかじめ廃棄物処理申請書（別記様式第１号）

 を管理者に提出し、許可を受けなければならない。 

２ 管理者は、前項の許可をしたときは、廃棄物搬入許可証（別記様式第１号の２）を交

 付するものとする。 

 （廃棄物処理券） 

第４条 条例第３条第１項及び第７条の手数料は、管理者が発行する廃棄物処理券により

 納付することができる。 

２ 廃棄物処理券（別記様式第２号）の種類は、５０円券、１００円券、５００円券、 

 １，０００円券、５，０００円券及び１０，０００円券とする。 



３ すでに発行された廃棄物処理券については、買い戻しは行わないものとする。ただし

 管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

４ 廃棄物処理券により手数料を納付したものに対しては、領収書を発行しない。 

     （平２７規則７・一部改正、追加） 

 （処理量の端数取扱い） 

第５条 一般廃棄物の処理総量が基準処理量（条例第３条第１項第１号及び第７条第１号

 に係るものにあっては２０キログラム、条例第３条第１項第２号及び第７条第２号に係

 るものにあっては１キログラムとする。以下同じ。）未満の場合は、基準処理量とす

 る。 

 （処理手数料の減免申請） 

第６条 条例第４条の規定により、一般廃棄物の処理手数料の減額又は免除を申請しよう

 とする者は、この組合の構成市町を経由して、一般廃棄物処理手数料（減額・免除）

 申請書（別記様式第３号）を管理者に提出しなければならない。 

 （し尿等の搬入） 

第７条 山形広域クリーンセンターにし尿及び浄化槽に係る汚泥（以下「し尿等」とい 

 う。）を搬入できる者は、構成市町の長が指名した者とする。 

２ 構成市町の長は、搬入者の名簿を搬入開始の１０日前までに管理者に提出するものと

 する。 

３ 構成市町の長は、山形広域クリーンセンターに搬入する構成市町ごとのし尿等の年間

搬入予定量を管理者に通知するものとする。 

４ 構成市町の長は、前項に定める年間搬入予定量に基づく搬入者ごとの搬入量を、月ご

 とに前月の５日前までに管理者に提出するものとする。 

５ 管理者は、山形広域クリーンセンターの管理上必要があると認めるときは、し尿等の

 搬入について必要な条件を付すことができる。 

６ し尿等の搬入量の認定は、管理者が行うものとする。 

     （平１５規則４、平２７規則７・一部改正） 

 （粗大ごみ等の搬入） 

第８条 構成市町の長は、立谷川リサイクルセンターに搬入する粗大ごみ及び不燃性ごみ

等（以下「粗大ごみ等」という。）の年間搬入予定量を管理者に通知するものとする。 

２ 構成市町の長は、一般廃棄物の収集運搬業を行うことを許可した者の名簿を管理者に



 提出するものとする。 

３ 管理者は、立谷川リサイクルセンターの管理上必要があると認めるときは、粗大ごみ

 等の搬入について必要な条件を付すことができる。 

４ 粗大ごみ等の搬入量の認定は、管理者が行うものとする。 

     （平２７規則７・一部改正） 

（焼却ごみ等の搬入） 

第８条の２ 構成市町の長は、立谷川清掃工場及び半郷清掃工場に搬入する構成市町ごと

の焼却ごみ及び犬猫等の死体（以下「焼却ごみ等」という。）の年間搬入予定量を管理

者に通知するものとする。 

２ 構成市町の長は、一般廃棄物の収集運搬業を行うことを許可した者の名簿を管理者に

 提出するものとする。 

３ 管理者は、立谷川清掃工場及び半郷清掃工場の管理上必要があると認めるときは焼却

ごみ等の搬入について必要な条件を付すことができる。 

４ 焼却ごみ等の搬入量の認定は、管理者が行うものとする。 

     （平２７規則７・一部追加） 

 （条例第５条の２の規則で定める者） 

第８条の３ 条例第５条の２の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（化学部門、

上下水道部門又は衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限る。） 

⑵ 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、

１年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑶ ２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

⑷ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。次号にお

いて同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）に基づく大学の理学、薬学、

工学若しくは農学の課程において衛生工学（旧大学令に基づく大学にあっては、土木

工学。次号において同じ。）若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、２

年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑸ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若し

くはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科

目を修めて卒業した後、３年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験



を有する者 

⑹ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年

勅令第６１号）に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当す

る課程において衛生工学（旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次

号において同じ。）若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、４年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑺ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門

学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若し

くは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、５年以上廃棄物の処理に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑻ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和１８年

勅令第３６号）に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する

学科を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者 

⑼ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等

学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて

卒業した後、７年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑽ １０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑾ 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると管理者が認める者 

   （平２５規則１・追加、平２７規則７・一部改正） 

（産業廃棄物の範囲等） 

第９条 条例第６条に規定する管理者が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 

 １ 金属くず（空缶、机、書庫その他これに類するもの及び水銀含有ごみ等に限る。）

 ２ ガラスくず（空瓶その他これに類するもの及び水銀含有ごみ等に限る。） 

 ３ 紙くず（パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業（新聞巻取紙を使用して印刷発

行を行うものに限る。）、出版業（印刷出版を行うものに限る。）、製本業及び印刷

物加工業に係るものでポリクロリネットビフェニル（ＰＣＢ）が塗布されたものを除

く。） 

 ４ 木くず（建設業に係るもの（工作物の除去に伴って生じたものに限る。）並びに木

材又は木製品の製造業（家具の製造業を含む。）、パルプ製造業及び輸入木材の卸売



業に係るものに限る。） 

 ５ 繊維くず（繊維工業、（衣服その他の繊維製品製造業を除く。）に係わるものに限

る。） 

２ 管理者は、一般廃棄物の処理に支障があると認めるときは、前項に定める産業廃棄物

 の搬入量等について制限するものとする。 

   （平２７規則７・追加） 

 （産業廃棄物の処理申請） 

第１０条 前条第１項に定める産業廃棄物の処理を受けようとする事業者又は産業廃棄物

 処理業者は、あらかじめ産業廃棄物搬入計画書（別記様式第４号）を添えて、廃棄物処

 理申請書（別記様式第１号）を管理者に提出し、許可を受けなければならない。 

２ 管理者は、前項の許可をしたときは、廃棄物搬入許可証（別記様式第１号の２）を交

 付するものとする。 

（縦覧の告示） 

第１１条 条例第１０条第１項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うも

 のとする。 

 １ 施設の名称 

 ２ 施設の設置場所 

３ 施設の種類 

 ４ 施設において処理する一般廃棄物の種類 

 ５ 施設の能力 

 ６ 実施した生活環境影響調査の項目 

７ 縦覧の場所 

     （平１０規則１・追加） 

 （縦覧の時間等） 

第１２条 影響調査書等の縦覧は、山形広域環境組合の休日を定める条例（平成３年共衛

 条例第４号）第１条第１項に規定する日を除く日の午前９時から午後４時まで行うもの

 とする。 

     （平１０規則１・追加） 

 （縦覧の手続き） 

第１３条 条例第１０条の規定により縦覧に供された影響調査書等を縦覧しようとする者



 （以下「縦覧者」という。）は、縦覧申込簿に必要な事項を記入しなければならない。

     （平１０規則１・追加） 

 （縦覧者の遵守事項） 

第１４条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

 １ 影響調査書等を縦覧場所から持ち出さないこと。 

 ２ 影響調査書等を汚損し、又は損傷しないこと。 

 ３ 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。 

 ４ 職員の指示があった場合にはそれに従うこと。 

２ 管理者は、前項の規定に違反する者に対し、その縦覧を中止させ、又は禁止すること

 ができる。 

     （平１０規則１・追加） 

（意見書の提出の告示） 

第１５条 条例第１２条に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとす

 る。 

 １ 意見書の提出方法 

 ２ 意見書の提出先 

 ３ 意見書の提出期限 

     （平１０規則１・追加） 

（意見書の記入事項） 

第１６条 条例第１３条の意見書には、次の各号に掲げる事項を記入しなければならな

 い。 

 １ 提出者の氏名、住所及び連絡先（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記さ

  れた事務所又は事業所の所在地） 

 ２ 提出者の利害関係 

 ３ 施設の名称 

 ４ 生活環境の保全上の見地からの意見 

     （平１０規則１・追加） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成７年４月１日から施行する。 



 （関係規則の廃止） 

２ 矢口クリーンセンターのし尿等の処理に関する規則（平成４年共衛規則第２号）は、

 廃止する。 

   附 則  （平成１０年８月改正） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

      附 則   (平成１５年５月改正) 

  この規則は、公布の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

   附 則  （平成２５年３月改正） 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定は、公布の

日から施行する。 

      附 則   (平成２７年４月改正) 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

２ この規則の施行の際、現に山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成８

年山形市条例第４号）第２０条及び中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５

年中山町条例第１２号）第４条の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の

山形広域環境事務組合廃棄物の処理等に関する条例規則の相当規定によりなされた手続

きその他の行為とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記（平２７規則７・一部改正） 

 

様式第１号 

                                交付№     

                             申請  年  月  日 

 

            廃 棄 物 処 理 申 請 書 

 

山形広域環境事務組合 

管理者             様 

 

  次のとおり申請します。 
 

 

 

 申 請 者 

 

 住 所 

 氏 名                 ㊞ 

 （法人にあっては名称及び代表者名） 

            電話   － 

  搬入区分 

  １ 許可業者 

  ２ 自己搬入 

 （業種） 

 

 搬入期間 

     年  月  日から 

     年  月  日まで 

 搬入物の 

 種 類 

 １ 一般廃棄物 

 ２ 産業廃棄物のうち次のもの 

   金属くず、ガラスくず、紙 

くず、木くず、繊維くず 

 使用する 

 車 両 

 車 種  車両番号  車両重量     ㎏ 

 最大積載量    ㎏ 

 

 

 

 

 



 

様式第１号の２ 

                                交付№     

                             申請  年  月  日 

 

            廃 棄 物 搬 入 許 可 証 

 

   申 請 者   様 

  次のとおり許可します。 

     年  月  日 

                        山形広域環境事務組合 

                        管理者            □印  
 
 

 

 

 申 請 者 

 

 住 所 

 氏 名 

 （法人にあっては名称及び代表者名） 

            電話   － 

  搬入区分 

  １ 許可業者 

  ２ 自己搬入 
 （業種） 

 

 搬入期間 

     年  月  日から 

     年  月  日まで 

 搬入物の 

 種 類 

 １ 一般廃棄物 

 ２ 産業廃棄物のうち次のもの 

   金属くず、ガラスくず、紙 

くず、木くず、繊維くず 

 使用する 

 車 両 

 車 種  車両番号  車両重量     ㎏ 

 最大積載量    ㎏ 

 

 

 

 

 



 

様式第２号 

 
 

       廃 棄 物 処 理 券 

 
           円 

 

 
 
 

  １ 交付取扱者印のない 

   ものは、無効です。 

 交付取扱者  

 

  ２ 搬入の都度、車種又は 

   量に応じた枚数を係員に渡してください。 

  ３ 本券の買い戻しはいたしません。 
 
 
 
       山形広域環境事務組合    □印  

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号 

         一般廃棄物処理手数料（減額・免除）申請書 

                                 年  月  日

 山形広域環境事務組合 

 管理者             様 

                    申請者 住所 

                        氏名               ㊞ 

                        電話 

 
 

廃棄物の種類及び量 
           ㎏ 

手数料の種類及び金額 
           円 

申 請 の 理 由 

 

 （構成市町の確認） 

   次の事由に該当する者であることを確認します。 

   １ 生活保護法により生活扶助を受けている者 

   ２ 手数料納付の資力がないと認めた者 

   ３ その他特別の事情があると認めた者 

       年  月  日 

 
                構成市町名 

  確認者  

 

 

 



 

様式第４号 

            産 業 廃 棄 物 搬 入 計 画 書 

                                 年  月  日

  山形広域環境事務組合 

  管理者           様 

                   事業所所在地 

                   事業所名 

                   代表者氏名               ㊞ 

                   電 話 
 

業 種 
 

廃棄物の種類 

 金 属 く ず  

 ガラスくず  

紙 く ず  

木 く ず  

繊 維 く ず  

 
  １ 日 当 た り 
 
  排出予定数量 

行政区域 金属くず ガラスくず 紙くず 木くず 繊維くず 

山 形 市 ㎏  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏  

上 山 市 ㎏  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏  

山 辺 町 ㎏  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏  

中 山 町 ㎏  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏  

年 間 排 出 予 定 数 量 ㎏  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏  

  運搬自動車 
  種別・登録番号・ 
  積載量 

 

  廃棄物処理業者 

  利用の場合 

   処理業者住所・ 

   氏 名 

   許可年月日 

   許 可 番 号 

 

  添付書類 

   産業廃棄物処理業者の場合は、その許可証の写し 


